別記第１号様式（第７条）
	　受付番号　　　　　　

特　別　閲　覧　等　許　可　申　請　書

年　　月　　日

千葉県文書館長　様

千葉県文書館管理運営規則第８条第４項及び千葉県文書館管理運営要綱第３条の２の規定により特別閲覧等をしたいので、下記のとおり申請します。

記

１　申請者

氏　名

閲覧証番号

住　所

TEL　　　　　　　　　　　

勤務先

TEL　　　　　　　　　　　

２　希望する特別閲覧等の種類（○印を付けてください。）
(1)閲　覧　　　　(2)複製物の提供　　　　(3)その他

３　特別閲覧等を希望する文書館文書名、数量

文
書
名

数

量

４　特別閲覧等の目的（具体的に記入してください。）

５　特別閲覧等の希望期日
年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

６　複製を希望する文書館文書の箇所




第２号様式（第８条第２項）
	　許可番号　　　　　　

特　別　閲　覧　等　許　可　決　定　通　知　書

年　　月　　日

　
様

千葉県文書館長

年　　　月　　　日　付けで申請のあった特別閲覧等については、

下記のとおり許可します。

記

１　特別閲覧等を許可する文書館文書名、数量

文
書
名

数

量

２　特別閲覧等の期日

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

３　複製を希望する文書館文書の箇所

４　注意事項
　（１）入室の際、受付に提出してください。
（２）文書館管理運営規則及び誓約書の事項を厳守してください。


第３号様式（第８条第２項）
	　

特　別　閲　覧　等　不　許　可　決　定　通　知　書

年　　月　　日

　

様

千葉県文書館長

年　　　月　　　日　付けで申請のあった特別閲覧等については、

不許可とします。



	


第４号様式（第９条）
	　

受付番号　　　　　　

　

特　別　閲　覧　等　誓　約　書

年　　月　　日

　

千葉県文書館長　様

住　　所　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名　　　　　　　　　　　　印　

閲覧証番号　　　　　　　　　　　　　

特別閲覧等に当たっては、下記事項を遵守いたします。

記

１　職員の指示に従うこと。

２　特別閲覧等により知り得た事項は、特別閲覧等許可申請書に記載した目

的以外に使用しないこと。

３　特別閲覧等に係る事項の調査研究等の結果を他に公表するときは、その

内容を事前に連絡すること。




第５号様式（第１１条第１項）
（その１）
	（一般用）

行　政　資　料　利　用　票

年　　月　　日

１　利用者

住　所

①千　葉　県（　　　　　　　市・町・村）

②東　京　都　　③神　奈　川　県　　④埼　玉　県

⑤茨　城　県　　⑥そ　の　他

職業等

①会社員・団体職員等　②自営業主　③教育機関・研究機関

④学生　⑤公務員（千葉県職員以外）　⑥その他

２　利用資料

請求記号

受入番号

資　　料　　名




第５号様式（第１１条第１項）

（その２）
	（千葉県職員用）

行　政　資　料　利　用　票

年　　月　　日

１　利用者

所属部課名

（電話）
職　氏　名

２　利用資料

請求記号

受入番号

資　　料　　名




第６号様式（第１３条第２項）

（その１）
	（公文書用）

許可番号　　　　　　　

出　版　・　掲　載　許　可　決　定　通　知　書

年　　月　　日

様

千葉県文書館長

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった複製物の出版（出版物への掲載）

については下記により許可します。

記

１　出版・掲載物

書　　名

編著者名

発行者名

発行予定

年 月 日

年　　月　　日

発行

部数

　　　　　　部

２　使用する文書館文書
簿冊番号

簿 冊 名

番　　号

件　　名

使用箇所

３　許可条件
　　（１）出版等に係る出版物を本館に一部寄贈すること。

　　（２）出版等に当たっては、千葉県文書館所蔵である旨（寄託文書の場合は千葉県文書館保管である旨及び寄託者名）並びに許可番号を明記すること。

（３）出版・掲載許可申請書に記入した目的以外には使用しないこと。

（４）著作権に関する事項については、申請者において適正に処理すること。


第６号様式（第１３条第２項）

（その２）
	（古文書用）

許可番号　　　　　　　

出　版　・　掲　載　許　可　決　定　通　知　書

年　　月　　日

様

千葉県文書館長

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった複製物の出版（出版物への掲載）

については下記により許可します。

記

１　出版・掲載物

書　　名

編著者名

発行者名

発行予定

年 月 日

年　　月　　日

発行

部数

　　　　　　部

２　使用する文書館文書

所　　属

番　　号

表　　題

使用箇所

３　許可条件

　　（１）出版等に係る出版物を本館に一部寄贈すること。

　　（２）出版等に当たっては、千葉県文書館所蔵である旨（寄託文書の場合は千葉県文書館保管である旨及び寄託者名）並びに許可番号を明記すること。

（３）出版・掲載許可申請書に記入した目的以外には使用しないこと。

（４）著作権に関する事項については、申請者において適正に処理すること。


第６号様式（第１３条第２項）

（その３）
	（行政資料用）

許可番号　　　　　　　

出　版　・　掲　載　許　可　決　定　通　知　書

年　　月　　日

様

千葉県文書館長

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった複製物の出版（出版物への掲載）

については下記により許可します。

記

１　出版・掲載物

書　　名

編著者名

発行者名

発行予定

年 月 日

年　　月　　日

発行

部数

　　　　　　部

２　使用する文書館文書

請求記号

受入番号

資 料 名

使用箇所

３　許可条件

　　（１）出版等に係る出版物を本館に一部寄贈すること。

　　（２）出版等に当たっては、千葉県文書館所蔵である旨（寄託文書の場合は千葉県文書館保管である旨及び寄託者名）並びに許可番号を明記すること。

（３）出版・掲載許可申請書に記入した目的以外には使用しないこと。

（４）著作権に関する事項については、申請者において適正に処理すること。


第７号様式（第１３条第２項）
	　

出　版　・　掲　載　不　許　可　決　定　通　知　書

年　　月　　日

　

様

千葉県文書館長

年　　　月　　　日　付けで申請のあった複製物の出版（出版物へ

の掲載）については、不許可とします。




第８号様式（第１４条第３項）
	　受付番号　　　　　　

文　書　館　文　書　貸　出　許　可　申　請　書

年　　月　　日

千葉県文書館長　様

千葉県文書館管理運営規則第１５条ただし書の規定による貸出しを受けたい
ので、次のとおり申請します。

記

１　申請者

団 体 名

住　　所

TEL　　　　　　　　　　　

代表者名

TEL　　　　　　　　　　

２　貸出しを希望する文書館文書名、数量

文
書
名

数

量

３　利用目的（具体的に記入してください。）

４　貸出希望期間

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで




第９号様式（第１４条第４項）
	　許可番号　　　　　　

文　書　館　文　書　貸　出　許　可　書

年　　月　　日

　

様

千葉県文書館長

下記のとおり資料の貸出しを許可します。

記

１　貸出文書館文書名、数量

文
書
名

数

量

２　利用方法

３　貸出期間

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

４　貸出条件

　　（１）文書館文書は、申請目的以外に使用しないこと。

（２）文書館文書の保管・展示等に当たっては、汚損・破損・紛失などが生じないように万全を期すこと。

（３）文書館文書を展示する場合は、千葉県文書館所蔵である旨（寄託文書の場合は千葉県文書館保管である旨及び寄託者名）を明記すること。


別記第９号様式の２（第１４条の２第１項）
	受付番号　　　　
歴史公文書閲覧（借覧）申請書
　　年　　月　　日　
１　申請者
所 属 名
ＴＥＬ
職・氏名
２　公文書名等
名　　称
年度
簿冊番号
代本板
番号
３　借覧期間
年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで


	文　書　館　使　用　欄
受　付　日
　　　年　　月　　日
確　認
返　却　日
　　　年　　月　　日
確　認
※　太線の枠内のみ、記入してください。



第９号様式の３（第１４条の２第２項）
	受付番号　　　　　
歴史公文書閲覧（借覧）申出書
　　年　　月　　日
　　
文　書　館　長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移管元機関の長　　○○○○長
　　千葉県公文書館管理運営規則第１５条の２の規定により申出します。
１　閲 覧 者（借覧者）
所 属 名
　　　　　　　　　　　　　　TEL　
職・氏名
· 実際に閲覧（借覧）する職員について記載してください。
２　公文書名等
名　称
年度
簿冊番号
代本板
番号
３　借 覧 期 間
　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで


	文　書　館　使　用　欄
受　付　日
　　　年　　　月     日
確　認
返　却　日
　　　年　　　月     日
確　認
※　太線の枠内のみ、記入してください。


第１０号様式（第１５条第１項）
	発行番号　　　　　　
寄　託　文　書　等　預　か　り　書

年　　月　　日

　

住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　様
千葉県文書館長

文書館文書として、下記のとおりお預りしました。

おって文書等寄託契約手続をいたします。

記

１　受入番号

２　文書等の名称・点数等　　別記目録のとおり

３　特約事項

(1)お預かりした文書等は、当館による整理後、「千葉県文書館管理運営要綱」に基づく検討を経て閲覧等が可能となった場合、一般の利用に供する予定としておりますので、その旨御了承ください。

(2)相続・譲渡・転居等により寄託者又は住所等が変更になる場合は、当館に御連絡ください。
(3)寄託した文書等の返還を希望される場合は、事前に当館に御連絡ください。

(連絡先)千葉県文書館　
〒260-0013 千葉市中央区中央4-15-7

電話：043-227-7551


第１１号様式（第１５条第２項）

	寄　託　文　書　等　目　録

	番　　号
	文書等の名称
	数　量
	備　考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第１２号様式（第１５条第３項）
	文　書　等　寄　託　契　約　書

寄託者　　　（以下「甲」という。）と受託者　千葉県（以下「乙」という。）は、公文書、古文書その他の歴史的な資料（以下「文書等」という。）の寄託に関し、次のとおり契約する。

（目的）

第１条　甲は乙に対し、甲が所有する別紙寄託文書等目録に記載された文書等（以下「寄託文書」という。）を寄託し、乙は甲のため、その保管を行うことを約してこれを受け取った。

（寄託期間）

第２条　寄託の期間は、　年　月　日から　年　月　日までの　年間とする。ただし、寄託期間の満了の２か月前までに、乙が甲に又は甲が乙に対して文書により更新をしない旨の通知をしないときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。

（保管）

第３条　乙は、善良なる管理者の注意をもって寄託文書を保管するものとする。

（寄託文書の利用）

第４条　乙は、寄託文書を調査研究及び複製物の作成のために使用することができる。

２　乙は、寄託文書及びその複製物を千葉県文書館管理運営規則に基づき県民に利用させることができる。ただし、甲が文書により県民に利用させることができないものとして指定したものは、この限りでない。
（経費の負担）

第５条　乙は、寄託文書の通常の管理に必要な経費を負担する。


	（損害賠償の免除）

第６条　乙は、天変地異その他不可抗力による寄託文書の損害に対して、その責めを負わないものとする。
（事前協議）

第７条　甲は、寄託文書を他に譲渡する場合は、事前に乙と協議するものとする。
２　甲は、第２条に規定する寄託期間の満了前に寄託文書の返還を必要とする場合は、返還を求める日の２か月前までに乙に申し出て、協議するものとする。第２条ただし書により契約を更新したとみなされた後に返還を求める場合も、同様とする。
（返還の場所）

第８条　寄託文書の返還の場所は、千葉県文書館とする。

（規定外事項）

第９条　この契約に定めのない事項は、甲、乙間において協議の上、決定するものとする。この契約条項の解釈について疑義が生じたときも、同様とする。

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を所持するものとする。
年　　月　　日

甲　（住所）

　　　　　　　　　　　　　　（氏名）　　　　　　　　　　　印

乙　千葉市中央区中央４丁目１５番７号

　　　　　　　　　　　　　　　千葉県文書館長　　　　　　　印




第１３号様式（第１５条第５項）

寄　贈　文　書　整　理　簿

	番　号
	寄贈者の住所・氏名
	文　書　の　内　容
	点　　　数
	評　価　額
	寄贈年月日
	備考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第１４号様式（第１５条第５項）

寄　託　文　書　整　理　簿

	番　号
	寄託者の住所・氏名
	文書の内容（点数）
	寄　　託　　期　　間
	備　考

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
	

	
	
	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日
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